
射
注
防
予
病
犬
狂

　

て
け
受
ず
必
は
犬
の
種
接
未

り
な
と
射
注
合
集
の
後
最
度
年
本
が
回●

金
料
と
料
数
手
の
射
注
防
予
・
録
登

料
数
手
と
金
料
▽

　

注
（円

金
料
射

料
数
手
付
交

０
５
５

）
円

料
数
手
録
登
規
新
▽

　

円）
み
込
税
費
消
（金
料
の
り
た
当
頭
一
※●

項
事
意
注

皆
の
主
い
飼
の
犬
の
済
録
登
に
で
す
▽

）
す
ま
み
含
も
中
児
育

犬
の
中
療
治
在
現
・

こ
起
を
常
異
に
後
射
注
防
予
に
去
過
・

犬
る
あ
が
と
こ
た
し

場
い
な
き
で
射
注
で
由
理
の
上
康
健
▽

取
を
）
料
有
（」
書
明
証
予
猶
射
注

課
境
環
活
生

　
（
82
・

１
３
１
３

 

82
・

２
２
６
６

）
課
援
支
域
地
所
支
合
総
各
は
た
ま

係
境
環
活
生

愛情
１本！

地域 期日 時間 場所

豊科 10月16日（土）

13:30～13:40 真々部公民館前

13:50～14:00 下鳥羽地域
構造改善センター前

14:10～14:20 アルプス公民館前
14:30～14:40 重柳公民館前
14:50～15:10 豊科総合支所正面玄関前

穂高 10月24日（日）

13:10～13:30 穂高総合支所前
13:40～14:00 柏原会館前
14:10～14:30 久保田公民館前
14:45～15:05 新屋公民館前
15:15～15:30 JA 北穂高支所前

三郷 10月23日（土）

13:00～13:20 三郷総合支所前駐車場
13:30～13:45 一日市場公民館前
13:55～14:10 中萱公民館前
14:20～14:35 小倉多目的研修センター

14:45～15:00 農村環境改善センター
（JAあづみ温支所となり）

堀金 10月21日（木）

13:10～13:20 下堀公民館前
13:30～13:40 岩原公民館の西側
13:50～14:00 田尻公民館前
14:10～14:30 堀金総合支所前

明科 10月15日（金） 13:30～13:50 明科総合支所前駐車場

●日程

９月・10月は「自動車点検整備推進運動」の強化月間です
　自動車は私たちの生活に必要不可欠なものとなり、その役割はますます重要なものとなっています。しか
し、自動車が関係する交通事故の発生件数は依然として厳しい状況にあり、大型自動車の車輪脱落事故やバ
スの車両火災の防止など、自動車の不具合による事故件数を減少させることが求められています。また、排
ガスによる大気汚染や地球温暖化問題への対応も重要となっています。本来、自動車の使用者には、自動車
の不具合による事故の防止や環境保全を図ることを目的として、点検・整備の実施が義務付けられています。
保守管理意識を高め、適切な点検・整備をお願いします。
国土交通省北陸信越運輸局長野運輸支局（4026・243・4384）
ホームページアドレス　http://www.tenken-seibi.com
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豊科地域の地区別懇談会
手前の図面が基本区域と基本集落図。

1617 広報あづみの　2010.9.22 2010.9.22　広報あづみの

レポート

＊１「基本区域」　市内をそれぞれの地域の特色を踏まえて６つの区域に分けています。
＊２「基本集落」　10戸以上の宅地などが連なった集落をいいます。この集落は、新たな開発

を許容していく基準となります。
＊３「土地利用基本計画」　土地利用条例に基づき基本区域ごとに許容する開発要件を定めます。
＊４「特定開発の認定」　土地利用基本計画に定めのない開発事業であっても集約重視のまちづ

くりに反しない開発については、特定開発事業として認定し開発を認めていきます

用語解説


